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第１章 計画の概要 
１．計画策定の目的 

八代市坂本町は、清流球磨川と緑豊かな山々に囲まれており、従来から人口減少・少子

高齢化が著しいものの、住民同士の繋がりが強い地域です。令和２年７月豪雨により幹線

道路や橋梁の倒壊、坂本町の中心にあった坂本支所、JR 肥薩線、病院、郵便局等の生活サ

ービスの拠点や球磨川本流支流沿岸を中心に甚大な被害を受けました。 

この計画は、生活の再建に向けて被災した住民が一日も早く落ち着いた生活を取り戻す

ことを第一に、被災した住民とともに、災害からの復旧はもとより、将来にわたって安全・

安心で快適に暮らせるまちづくりに向け「創造的復興」を進めていくことを目的としてい

ます。 

また、この計画では、復興に向けた基本理念を定めるとともに、今後取り組むべき施策

を体系的に整理し、具体的な取り組みとともに、復興に向けた「ロードマップ（道筋）」を

示しています。 

なお、今後、復興が進んでいくなか、地域のニーズの変化や新たな課題等に応じて、市

民、国・県、関係機関等と協議を行いながら、取り組みの追加や見直しを行うこととして

います。 

 

 

２．計画策定の検討体制 
復興計画の策定にあたっては、国、県との連携や八代市復興推進本部・八代市議会との

連携・協力のもと、有識者、市議会、各種団体、地域住民の代表で構成する「八代市復興計

画策定委員会」及び「くらし・コミュニティ再生部会」「産業・経済再生部会」「社会基盤・

防災再生部会」の 3 つ専門部会での検討をはじめ、坂本町の地域住民との「地域懇談会」

や旧小学校 8 校区等での「地区別懇談会」の意見・提案をもとに検討を進めました。 

 
図 1 計画策定の検討体制 
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３．計画の対象地域 

本計画の対象地域は、令和 2 年 7 月豪雨により甚大な被害が生じた八代市坂本町の全域

とします。 
図 2 計画対象地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国土地理院地図 

 
表 1 対象地域の概要 

面  積 約 169 ㎢ ※市全体（約 681 ㎢）の約 24％ 

人  口 3,265 人 ※市全体（125,627 人）の約 2.6％ 

高齢化率 58.3％ ※市全体では 33.9％ 

世帯数 
1,644 世

帯 
※市全体（56,625 世帯）の約 2.9％ 

出典：住民基本台帳（令和 2年 7月末時点） 

八代市 
坂本町 
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４．計画の期間 
豪雨災害による甚大な被害に加え、人口減少・高齢化の進行が顕著な坂本町の状況を考

えると、できる限り早急に復興に取り組んでいくことが重要になります。 

このため、本計画の期間は令和 2（2020）年度を初年度として、概ね 10カ年の全体計画

とし、短期（2 年）、中期（6 年）、長期（10年）の取り組みにより復興を進めていきます。 

 
図 3 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．計画の構成 
本計画は、今次災害での「被災状況」を示した上で、復興に向けた基本理念や方針を示

す「復興計画の基本的な考え方」、復興に向けた具体的な取り組みや期間を示す「復興に向

けた取り組み」、計画の推進体制などを示す「計画の推進に向けて」で構成します。 

 
図 4 計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章

計画の概要

１．計画策定の目的
２．計画策定の検討体制
３．計画の対象地域
４．計画の期間
５．計画の構成

八代市坂本町復興計画の策定にあ
たっての目的や検討体制、計画期
間などの概要を示します。

第２章

八代市坂本町の

被害状況

１．豪雨の概要
２．被害の状況
３．避難および復旧状況

令和2年7月豪雨における坂本町の
被害状況等を整理します。

第３章

復興計画の

基本的な考え方

１．復興計画の基本理念
２．復興計画の基本目標

復興に向けた基本理念を明らかに
するとともに、基本理念の実現に
向けた取り組みの基本目標を示し
ます。

第４章

復興に向けた

取り組み

１．「くらし･コミュニティ
の再生」に向けた取り組み

２．「産業･経済の再生」に
向けた取り組み

３．「社会基盤･防災の再生」
に向けた取り組み

４．坂本支所の再建候補地に
ついて

基本方針に基づく取り組みについ
て、分野別に「ロードマップ（道
筋）」としてとりまとめます。

第５章

計画の推進に

向けて

１．計画の推進体制
２．計画の進捗管理

復興に向けた計画の推進体制など
について整理します。

八代市
坂本町
復興計画

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7) 2026(R8)～【年度】

短期

中期

⻑期
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第２章 八代市坂本町の被害状況 
１．豪雨の概要 
（１）気象状況 

まず広域的に見ると、令和 2 年 7 月 3 日

夜には梅雨前線が九州北部地方まで北上、

低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気

が流れ込み、九州では大気の状態が非常に

不安定となり、7 月 3日から 7 月 4 日の 2 日

間の雨量は 7 月の平均雨量を観測する大雨

となりました。 
 

球磨川流域については、球磨川本流の中

流部から上流部及び最大支流の川辺川の各

雨量観測所における降雨量で見ると、6時間

雨量、12 時間雨量及び 24 時間雨量におい

て、戦後最大の洪水被害をもたらした昭和

40 年 7 月洪水や昭和 57 年 7 月洪水を上回

る降雨を記録しました。 

これにより、本市坂本町においても、球磨

川の氾濫、土砂災害などにより甚大な被害

が発生しました。 

 
出典：令和 2年 7月球磨川豪雨検証委員会（国土交

通省）資料より抜粋･加工 

 
図 6 球磨川流域の主要洪水時の観測雨量 mm の比較(S40.7 洪水、S57.7 洪水、R2.7 豪雨) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和 2年 7月球磨川豪雨検証委員会（国土交通省）資料より抜粋･加工 

図 5 広域的な気象状況 

八代市 
坂本町 
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球磨川の水位（八代市横石観測所）は、7 月 4 日の 3 時過ぎには「はん濫注意水位」

（5.50ｍ）を超え、同日 12 時にはピークとなる 12.43ｍを記録しました。 

 
図 7 球磨川の水位の変化（横石観測所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典：令和 2年 7月球磨川豪雨検証委員会（国土交通省）資料より抜粋･加工 

 
図 8 横石観測所の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

横石観測所 
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（２）浸水等の状況 
球磨川中流部で山間狭窄部の坂本町では、これまでに洪水対策のために宅地の嵩上げ

を実施した箇所においても浸水し、洪水流により橋梁が流失するなど、未曽有の被害が

発生しました。 

 
図 9 浸水等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和 2年 7月球磨川
豪雨検証委員会（国
土交通省）資料より
抜粋･加工 

①坂本支所より下流側 

②坂本支所より上流側 
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【 各地区の状況 】 

   

 

   

 

   

 

    

 

 

〔古田地区付近〕 〔八代市西部社会教育センター付近〕 

〔深水橋付近〕 〔坂本地区付近〕 

〔油谷・下片岩地区付近〕 〔坂本橋付近〕 

〔坂本支所付近〕 〔坂本支所内〕 
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〔八代市坂本コミュニティセンター付近〕 〔国道 219 号〕 

〔大門地区付近〕 〔葉木駅上流付近〕 

〔下鎌瀬地区付近〕 〔鎌瀬橋〕 

〔三坂公民館〕 〔瀬戸石地区付近〕 



-10- 

坂本支所周辺を例に「計画規模※1」「想定最大規模※2」での浸水想定区域と、今回の災

害での浸水推定区域※3を比較すると、「想定最大規模」には及ばないものの、「計画規模」

を上回る浸水となったことが分かります。 

 
図 10 浸水想定区域Ｌ１（計画規模）と浸水推定区域の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11 浸水想定区域Ｌ２（想定最大規模）と浸水推定区域の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1：計画規模：河川の整備を考える際の基本となる降雨規模 
※2：想定最大規模：想定し得る最大規模の降雨規模 
※3：浸水推定区域：国土地理院が令和２年 7月４日 15 時までに収集した SNS 画像、国土交通省災害用ヘリ

コプターが７月４日 15 時頃に撮影した画像および標高データを用いて推定した範囲（令和２年７月３
日からの大雨による浸水想定図 球磨川水系球磨川１及び２：国土地理院）  

● 坂本支所 八竜小学校 ● 

坂本中学校 ● 

● 道の駅さかもと 

● 坂本支所 八竜小学校 ● 

坂本中学校 ● 

● 道の駅さかもと 
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２．被害の状況 
（１）人的被害の状況 

人的被害は、死者 4人、負傷者 19人で、令和 2年 10 月 23 日時点でまだ１人の行方が

分かっていません。 

 
表 2 人的被害の状況（令和 2 年 10 月 23 日） 

区 分 人 数 備 考 

死 者 ４人  

負傷者 19 人 重傷者：０名、軽傷者：19 名 

行方不明者 1 人  

 

 

（２）住家被害の状況 
坂本町における住家被害の状況は 429 件となっています。 

地区別の被害状況では、坂本町中心部を含む藤本地区が 162 件と最も多く、次いで下

流部の西部地区が 95 件となっています。また、藤本地区は「全壊」の被害が 90 件とな

っており、坂本町内の全壊被害の半数以上を占めています。 

各地区の世帯数に対する建物被害件数の割合を見ると、坂本全体の被災率は約 3 割と

なるなか、球磨川沿岸の集落が多い藤本･西部･中津道地区では 4 割以上の被災率となっ

ています。 

 
表 3 り災証明に係る住家被害の状況(令和２年 11 月末時点) 

被害区分 

 市全域 

  坂本町 

  西部 深水 中谷 鮎帰 藤本 中津道 田上 百済来 

全 壊 159 158 11 0 9 1 90 43 1 3 

大規模半壊 66 66 17 0 6 1 33 7 2 0 

半 壊 128 123 46 0 8 1 32 4 18 14 

準半壊 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

一部損壊 74 66 20 1 7 5 7 2 12 12 

合 計 429 414 95 1 30 8 162 56 33 29 

世帯数 47,972 1,505 221 86 163 174 390 138 154 179 

被害件数/世帯数 0.9% 27.5% 43.0% 1.2% 18.4% 4.6% 41.5% 40.6% 21.4% 16.2% 

 
図 12 住家被害の件数(令和２年 11 月末時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：被害件数 罹災証明書発行実績   

世帯数 平成 27 年国勢調査 
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図 13 住家被害の分布(令和２年 11 月末時点) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：建物被害 罹災証明書発行実績 

浸水推定区域 令和２年７月３日からの大雨による浸水推定図 球磨川水系球磨川 1及び 2」（国土地
理院） 
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（３）幹線道路の被害状況 
①主要道路および公共交通機関 

洪水流や土砂災害により、坂本町の各所で道路や橋梁が被災し、坂本町と八代市街地

を結ぶ幹線道路である国道 219 号をはじめとして、多くの路線が一時的に通行不能にな

るなど甚大な被害を受けました。 

また、JR 肥薩線についても、広範囲にわたって被害を受けており、復旧まで長期間を

要することが懸念されています。 

 
図 14 道路･橋梁の被災状況（令和 2 年 8 月 31 日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 橋梁被災（全面通行止） 

橋梁被災（一部破損等） 

道路被災（全面通行止） 

道路被災（路肩崩壊等） 
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３．避難および復旧状況 
（１）避難等の状況 

①避難所・避難者数 
今回の災害では、坂本町の住民を対象として 2 箇所の避難所が開設され、最大時（令

和 2 年 7月）には、2箇所合計で 173 世帯･313 人が避難しました。 

また、2箇所の避難所の他、福祉避難所や特別避難所への避難や、介護施設への入所、

ショートステイや宿泊施設の利用等もあり、実際にはもっと多くの住民の皆さんが避難

しました。 
 

表 4 避難所及び避難者数       （各月の最大時） 

避難所名 開設期間 
７月 ８月 ９月 10 月 

世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数 

八代トヨオカ
地建アリーナ 

令和２年７月４日～
令和２年 10 月 25 日 

153 269 115 197 56 93 23 35 

千丁コミュニ
ティセンター 

令和２年７月４日～
令和２年８月 28 日 

20 44 16 35 - - - - 

合 計  173 313 131 232 56 93 23 35 

 

②仮設住宅等 
八代市内の 2 箇所に計 40 戸の応急仮設住宅が整備され、令和 2年 12 月 14 日時点では

37 世帯、73 人が入居しています。 

令和 2 年 11 月末時点では、103 世帯、254 人がみなし仮設住宅（民間賃貸住宅借上げ

事業）に入居しており、仮設住宅等への入居者の合計は 140 世帯、327 人となっていま

す。 
 

表 5 仮設住宅等の状況（令和 2年 11 月末時点） 
区 分 建設戸数 入居世帯数 入居者数 備 考 

応急 
仮設 
住宅 

八代市市民球場 
仮設団地 

26 戸 25 世帯 54 人 
令和 2 年 9 月 11 日入居開始 
集会施設：１棟 

八代市古閑中町 
仮設団地 

14 戸 12 世帯 19 人 
令和 2 年 10 月 16 日入居開始 
集会施設：１棟 

小 計 40 戸 37 世帯 73 人  

みなし仮設住宅 
（民間賃貸住宅借上げ事業） 

－ 103 世帯 254 人 11 月末現在 

合 計 40 戸 140 世帯 327 人  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

【八代市市民球場仮設団地】 【八代市古閑中町仮設団地】 
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（２）ボランティアの状況 
災害発生後、令和 2 年 10 月 22 日までに延べ 7,235 人のボランティアが坂本町内で活

動しています。 

 
表 6 災害ボランティアセンターの設置状況 

区 分 設置場所 開設状況 

八代市災害ボランテ
ィアセンター 

八代市西宮町 
（旧八代市食肉センター跡地） 

令和２年 7 月 7 日開設 
令和 2 年 7 月 15 日に拠点での活動開始 

八代市復興ボランテ
ィアセンター 

八代市坂本地域福祉センター内 令和 2 年 9 月 23 日開設 

 
表 7 ボランティア活動人数（令和 2 年 10 月 22 日時点） 

月 被災者宅 
ボランティア 

センター運営 
避難所 計 

７月 1,847 人 53 人 28 人 1,928 人 

８月 3,977 人 343 人 9 人 4,329 人 

９月 674 人 48 人 0 人 722 人 

10 月 251 人 5 人 0 人 256 人 

計 6,749 人 449 人 37 人 7,235 人 

 
図 15 ボランティア活動人数（令和 2 年 10 月 22 日時点） 
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（３）土砂撤去、廃棄物等の状況 
①災害廃棄物の処理実績 

今回の災害で発生した災害廃棄物の処理実績は令和2年 11月末時点で約4,500トンと

なっており、内訳としては「木くず」および「可燃ごみ」がそれぞれ 3 割近くを占めて

います。 

 
表 8 災害廃棄物処理実績（令和 2 年 11 月末時点） 

項 目 処理実績 

木くず 1,222.2 トン 

畳 381.2 トン 

可燃ごみ 1,285.8 トン 

混合（可燃） 4.7 トン 

ソファ・マット（スプリング入） 25.8 トン 

金属のみ 415.4 トン 

家電類（リサイクル不可） 161.3 トン 

ガラス・陶磁器類 142.6 トン 

ブロック類、コンクリート 304.5 トン 

瓦（セメント瓦除く） 113.0 トン 

廃プラスチック類 195.0 トン 

家電 4 品目（テレビ、冷蔵庫･冷凍
庫、洗濯機、エアコン） 

144.8 トン 

その他 118.2 トン 

計 4,514.５トン 

 
図 16 災害廃棄物処理実績の構成 
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②宅地内の土砂･流木の撤去 
宅地内に堆積した土砂･流木を市が所有者に代わって撤去する「堆積土砂排除事業（直

接排除）」の申込件数は、134 件となっており、令和 2 年 12 月 2日時点で 77 件の撤去が

完了しています。 

 
表 9 土砂･流木撤去の状況（令和 2 年 12 月 2 日時点） 

優先度 申請数 完了 施行中 未着手 

Ａ 36 33 2 1 

Ｂ 32 18 8 6 

Ｃ 66 26 11 29 

計 134 77 21 36 

＜申請案件の優先度＞ 
  Ａ・・・生活再建をご希望、または 2 次災害の恐れのある家屋等 
  Ｂ・・・生活再建について検討中の家屋等 
  Ｃ・・・空き家等、生活再建に関連しない案件 
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第３章 復興計画の基本的な考え方 
１．復興計画の基本理念 

八代市坂本町では、人口減少や高齢化の課題も踏まえ、地域をより住みやすくするた

め、地域住民自らが取り組みを行う母体として、平成 26 年に「坂本住民自治協議会」が

設立され、「生き生き笑顔の坂本」のスローガンのもと、坂本地域のまちづくりが行われ

てきました。 

坂本地域では、食処さかもと鮎やな、農林漁業体験、川遊びやサイクリングなど、さま

ざまな取り組みを進め、その結果、九州各県からの来訪者も増加するなど徐々に地域活

性化の成果が見え始めた矢先に今次災害が起こりました。 
 

このことから、今後は早期の復旧と、これまでのまちづくりの継承、さらには被災前

のくらしやコミュニティをみんなで取り戻すため、復興計画の基本理念として、「みんな

で取り戻す 生き生き笑顔のさかもと」とし、「ひとりも取り残さない 安心なまちづく

り」「次世代へつなぐ 安全なまちづくり」「みんなで取り組む 持続可能なまちづくり」

を目指していきます。 

 
図 17 復興計画の基本理念 
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２．復興計画の基本目標 

基本理念である「みんなで取り戻す 生き生き笑顔のさかもと」の実現に向けて、「く

らし・コミュニティ」の再生と「産業・経済」の再生を〔両輪〕として取り組みを進めて

いきます。 

また、これらを「社会基盤・防災」の再生で〔下支え〕することにより、地域の復興を

着実に推進していくことを目指します。 

 
図 18 復興計画の基本目標 
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第４章 復興に向けた取り組み 
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主要な施策

③情報ネットワークの充実 3-7 光ブロードバンド･CATVの整備促進

具体的な施策

⑥地域の伝統や文化に対
する支援

1-29 神社仏閣･文化財等の被害調査及び復旧支援
1-30 伝統芸能の継承及び教育現場等での体験学習

①生活基盤の早期復旧･
整備

1-1 住宅の応急修理費用等の支援
1-2 土砂や災害廃棄物等の早期撤去

1-3 鳥獣被害予防に対する支援

②安全な居住地の確保
1-4 災害公営住宅等の整備
1-5 危険地域からの居住移転に対する補助
1-6 空き家の有効活用･被災空き家の解体等

1-7 社会教育センターの有効活用に向け
た宅地等の整備

1-8 防犯体制の強化･整備

⑤地域コミュニティへの
支援

1-24 地域コミュニティの核となる施設の
再建･整備への支援

1-25 社会教育センターの有効活用に向け
た検討

1-26 地域のつながりの場の提供

1-27 住民自治協議会･地域で活動する団体等
への支援

1-28 国･大学等との連携や外部人材の受入
れ･活躍の促進

④くらしに関する総合的
な支援

1-16 買い物弱者への支援
1-17 一人暮らしの高齢者や障がいのある

方への見守り体制の構築･支援
1-18 医療･福祉･介護に対するサービス体

制への早期支援
1-19 帰宅困難者への住まいの支援

1-20 地域住民間の支え合いによる日常生
活の支援

1-21 学びの機会の充実
1-22 子育てしやすい環境の整備
1-23 次世代を担う子どもの育成

③被災者に寄り添った生
活再建への支援

1-9 被災した住宅･住まいの再建支援
1-10 生活再建に向けた相談等の支援
1-11 小中学校の通学支援等
1-12 被災者･子どものこころのケア

1-13 子育て世帯の経済的負担の軽減
1-14 仮設住宅周辺での農園等の提供
1-15 ふるさと納税などの活用による生活再

建等への支援

①農林業などの産業基盤
の早期復旧

2-1 農林業基盤等の早期復旧･整備
2-2 山林の維持･保全活動の推進

③商業機能の充実･拠点
の復旧 2-7 道の駅「坂本」･周辺施設等の早期復旧

⑥地域の産業振興の促進 2-20 豊富な水資源･森林資源を活用した新たな産業づくりへの支援
2-21 遊休農地･耕作放棄地活用への支援

④鮎が遡上する美しい球
磨川の再生

2-8 稚鮎の放流
2-9 河川内の危険物の除去

2-10 良好な河川環境の再生

⑤地域の魅力･資源を活
用した観光振興･交流
人口の拡大

2-11 各地域の文化財等の魅力を活かした
地域おこし

2-12 観光施設や周辺環境への支援
2-13 観光資源を活用した観光ルートの再

構築
2-14 自然を活用した新たな取り組み支援
2-15 様々なツーリズム等の促進

2-16 「食」を軸とした各種イベントの開
催支援

2-17 地域の情報発信･施設案内等による観光
誘客への支援

2-18 球磨川･坂本地区かわまちづくりの推進
2-19 農業体験型旅行商品造成等への支援

⑦地域の産業を支える
“担い手”の確保･育成

2-22 地域産業への就業支援や新たな
“担い手”の確保･育成

2-23 新たな観光･レジャー産業の創出
2-24 移住･定住の促進に向けた魅力発信･支援

②事業再開に向けた支援
2-3 仮設店舗商店街による暫定的な事業

再開の支援
2-4 農林水産業者への事業継続支援

2-5 商工業者等への事業再開･経営支援
2-6 農林水産物･加工品等の販路開拓支援

④二次災害の防止に向け
た対策

3-8 二次災害の防止に向けた河川･道路･橋梁等の早期復旧
3-9 河川･道路･橋梁･砂防･治山施設等の安全確認及び整備

⑥地域防災の再生 3-15 地域消防力の機能回復のための消防施設整備
3-16 避難所体制の再検討と運営の見直し

①地域の「生活を支える
拠点」の再生

3-1 郵便局･金融･病院等生活サービスの
早期再開への支援

3-2 坂本支所･コミュニティセンターの整備
3-3 生活サービス施設の集約化の検討

⑤災害に強い地域づくり
の推進

3-10 広域的･多重な道路ネットワークの構築
3-11 市道･林道などの拡幅整備等
3-12 高速道路を利用したアクセスの確保

3-13 防災拠点の検討
3-14 公道と集落を結ぶ生活道路への支援

⑦情報伝達体制の構築 3-17 ICTを活用した多様な情報伝達の早期整備
3-18 集落の孤立に備えた通信手段等の確保

3-19 ICTを活用した防災情報の収集
体制の検討

⑧防災力のさらなる向上
3-20 地域防災計画の見直し、地区防災

計画の策定
3-21 自主防災組織の活動化の推進

3-22 災害発生から復旧･復興までの記録･伝承
3-23 防災教育の推進
3-24 避難行動要支援者に対する避難等の支援

②日常生活に必要となる
移動手段の確保

3-4 JR肥薩線の早期復旧
3-5 通院･通学等、日常生活を支える移動

手段の確保

3-6「生活を支える拠点」と住宅地を結ぶ公
共交通の導入
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１．「くらし・コミュニティの再生」に向けた取り組み 
地域のつながりを維持しながら、安全・安心・快適に暮らせる環境を整備し、住まいと

くらしの再建や地域コミュニティの再生を図ります。 

 

（１）安心して暮らせる住まいの確保 
災害に対する不安がなく、安心して暮らせる住まいの確保を推進します。 

 
①生活基盤の早期復旧･整備 
【具体的な施策】 

1-1 住宅の応急修理費用等の支援 

修理することで引き続き居住可能な住宅については、再び生活が送られるように住宅の

応急修理等を支援します。 

1-2 土砂や災害廃棄物等の早期撤去 

宅地内に流入した土砂や、今回の災害で発生した災害廃棄物や被災家屋などについては、

住環境の悪化や住宅再建の阻害につながることに加えて、二次災害の危険性もあること

から、早急な撤去を進めます。 

1-3 鳥獣被害予防に対する支援 

今回の災害では、道路の寸断により孤立する集落が発生しました。住民の不在が継続し

たことによって鳥獣による住宅被害が発生している可能性もあることから、鳥獣捕獲に

対する支援を実施します。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

1-1 
住宅の応急修理

費用等の支援 
応急修理業務対応 

 

 
       

1-2 
土砂や災害廃棄

物等の早期撤去 

災害等廃棄物処理事業 
 

 
       

堆積土砂排除事業 
 

 
       

1-3 
鳥獣被害予防に

対する支援 
有害鳥獣被害対策事業 
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②安全な居住地の確保 
【具体的な施策】 

1-4 災害公営住宅等の整備 

自力での住宅再建が困難な被災者の住まいを確保するため、被災者の意向や被災前の地

域コミュニティの維持などにも配慮しながら、災害公営住宅等を整備します。 

また、今回の災害で被害が生じた地区においては、新たな住宅地の造成など、安全な住

宅地の整備について、地域住民と検討を行います。 
 

図 19 住宅再建の検討イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 危険地域からの居住移転に対する補助 

土砂災害の危険性が高い地域にある住宅を対象として、安全な住宅への居住移転に対す

る補助などの支援を実施します。 

1-6 空き家の有効活用･被災空き家の解体等 

災害に対する安全性が高い空き家については、被災者の新たな住宅や、移住促進に向け

た住宅として積極的に活用します。 

また、今回の災害で被災した空き家や、老朽化が進んでいる空き家については、倒壊等

による周辺の居住環境の悪化につながる懸念もあることから、公費解体制度及び老朽危

険空き家等除去促進事業を活用して、早期解体などへ向けた取組みを促進します。 

1-7 社会教育センターの有効活用に向けた宅地等の整備 

現在は社会教育センターとして利用されている旧小学校の有効活用に向けて、被災者の

意向や安全性なども確認しながら、宅地等としての整備を検討します。 

1-8 防犯体制の強化･整備 

被災した防犯灯の早期の復旧等を行うとともに、被災地のパトロールを強化するなど、

関係機関と連携した防犯体制の強化を図ります。 
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具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

1-4 
災害公営住宅等

の整備 

被災者への意向調査･検
討 

 

 
       

災害公営住宅の候補地
選定 

 

 
       

災害公営住宅の整備 
 

 
       

意向を踏まえた住宅地
の検討･整備 

 

 
       

1-5 

危険地域からの

居住移転に対す

る補助 

土砂災害危険住宅移転
促進事業 

 

 
       

1-6 

空き家の有効活

用･被災空き家

の解体等 

空家データを基にした
公費解制度の周知及び
解体の実施 

 

 
       

空き家バンク事業 
 

 
       

1-7 

社会教育センタ

ーの有効活用に

向けた宅地等の

整備 

被災者意向調査･検討 
 

 
       

検討方針に沿った宅地
等の整備 

 

        

1-8 
防犯体制の強

化･整備 

被災した公設防犯灯の
復旧事業 

 

 
       

被災した私設防犯灯の
復旧事業 

 

 
       

世帯減少自治会防犯灯
電気料補助 

 

 
       

パトロールの強化 
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（２）生活の再建に向けた総合的な支援 
子どもから高齢者まで、地域の皆さんの生活の再建に向けた総合的な支援を行います。 

 
③被災者に寄り添った生活再建への支援 
【具体的な施策】 

1-9 被災した住宅･住まいの再建支援 

被災者への応急的な住宅の提供を行うとともに、住宅の自立再建を目指す被災者に対し

ては、生活再建や転居の費用等に対する支援を行いながら、住宅再建に向けた様々な相

談ができる体制の整備や、各種支援制度の活用などについての情報提供を実施します。 

また、借入金の利子助成などによる支援を実施します。 

1-10 生活再建に向けた相談等の支援 

生活再建に係る総合的な相談窓口を設置するとともに、個別訪問による相談対応などを

実施し、支援策等の情報伝達を行います。 

1-11 小中学校の通学支援等 

校区外で避難生活を送っている児童･生徒にも配慮し、スクールバス等の通学手段を確

保します。 

1-12 被災者･子どものこころのケア 

災害により生活環境が一変した被災者に対して、生活再建への不安の解消や健康の維持、

こころのケアなどの支援を実施します。 

また、家庭児童相談員に加え、熊本県教育委員会との連携によるスクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーの派遣により、子どもと保護者のこころのケアを行いま

す。 

1-13 子育て世帯の経済的負担の軽減 

被災した子育て世帯に対して、保育料や放課後児童クラブ利用料の減免により、経済的

負担の軽減を図ります。 

1-14 仮設住宅周辺での農園等の提供 

仮設住宅生活においても従前の家庭菜園づくり等が行えるよう、意向を踏まえ、仮設住

宅周辺の空き地や遊休農地等を活用した農園等の提供を検討します。 

1-15 ふるさと納税などの活用による生活再建等への支援 

ふるさと納税による民間資金等を活用し、被災者の生活再建に向けた支援を実施します。 

また、民間団体等のクラウドファンディングによる被災者への支援との連携を図ります。 
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具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

1-9 
被災した住宅・
住まいの再建支
援 

被災者意向調査･検討 
 
 

       

被災者転居費用等助成
事業 

 
 

       

被災者生活再建支援 
 
 

       

応急仮設住宅建設 
 
 

      
市民球場、
古閑中町 

自宅再建への支援（リ
バースモーゲージ利子
助成） 

 
 

       

住まいの相談会の開催
協力、再建手続き等の
概要説明 

 
 

       

1-10 
生活再建に向け
た相談等の支援 

相談窓口の設置、訪問
による相談対応、支援
策等の情報伝達 

 
 

       

1-11 
小中学校の通学
支援等 

学校再開 
 
 

      
令和 2年
12 月 14 日 

通学関係事業（校区外
在住の児童生徒の送
迎） 

 
 

       

通学関係事業（通学す
る生徒に対する送迎） 

 
 

       

通学関係事業（部活、
生徒会活動をする生徒
に対する送迎） 

 
        

1-12 
被災者･子ども
のこころのケア 

家庭児童相談員による
相談対応 

 
 

       

こころの相談事業 
 
 

       

ゲートキーパー養成講
座 

 
 

       

児童生徒の心のケアの
ためのスクールカウン
セラー（SC）の派遣 

 
 

       

家庭支援のためのスク
ールソーシャルワーカ
ー（SSW）の派遣 

 
        

SC と連携した「心のケ
アのための教師向け研
修」の実施 

 
 

       

1-13 
子育て世帯の経
済的負担の軽減 

被災世帯の保育料の減
免 

 
 

       

被災世帯の放課後児童
クラブ利用料の減免 

 
 

       

1-14 
仮設住宅周辺で
の農園等の提供 

意向を踏まえた農園等
の提供を検討 

 
 

       

1-15 

ふるさと納税な
どの活用による
生活再建等への
支援 

ふるさと八代元気づく
り応援基金による災害
見舞金等支給事業 

 
 

       

ふるさと納税事業 
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④くらしに関する総合的な支援 
【具体的な施策】 

1-16 買い物弱者への支援 

近隣に買い物ができる商店などがなく、自動車などの移動手段を持たないような買い物

弱者に対して、配食事業の検討や、民間事業者が実施する移動販売の情報提供などの支

援を行います。 

1-17 一人暮らしの高齢者や障がいのある方への見守り体制の構築･支援 

八代市地域支え合いセンターなどとも連携し、一人暮らしの高齢者や、障がいのある方

に対する見守り体制の構築･充実や健康の維持に取り組みます。 

また、仮設住宅やみなし仮設、その他の避難先へ避難している被災者に対して、切れ目

のない見守り活動を実施します。 

1-18 医療･福祉･介護に対するサービス体制への早期支援 

社会福祉施設などの早期再開や人材の確保・育成への支援を行うとともに、医療と介護

の連携なども含めた、医療･介護･リハビリ等の持続的なサービス体制等の構築に向けた

取り組みを行います。 

1-19 帰宅困難者への住まいの支援 

ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶するなど、長期にわたり住家に居住

できない世帯に対して、応急仮設住宅の供与の対象に認定し、住まいの支援を行います。 

1-20 地域住民間の支え合いによる日常生活の支援 

生活支援コーディネーターや、シルバー人材センターが運営する「プラチナネットワー

ク」なども活用して、地域の支え合いによる高齢化に対応した日常生活の支援を行いま

す。 

1-21 学びの機会の充実 

生涯学習講座の実施や、移動図書館の運行などにより、地域における学習機会の確保を

図ります。 

1-22 子育てしやすい環境の整備 

子育てしやすい環境を提供するため、妊娠期から子育て期にわたる包括的な支援の体制

の充実を図り、切れ目のない支援に取り組みます。 

また、ICT を活用した子育て支援の推進を検討します。 

1-23 次世代を担う子どもの育成 

１人１台のタブレットパソコンで分かる授業の実現と家庭との連携を図ります。 
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具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

1-16 
買い物弱者への

支援 

食の自立支援事業（配
食事業）による配送の
検討 

 

 
       

地域住民に対する移動
販売の情報提供 

 

 
       

1-17 

一人暮らしの高

齢者や障がいの

ある方への見守

り体制の構築･

支援 

八代市地域支え合いセ
ンター運営事業 

 

 
       

被災者見守り対策事業 
 

 
       

いきいきサロンの活用 
 

 
       

1-18 

医療･福祉･介護

に対するサービ

ス体制への早期

支援 

持続可能なサービス体
制等の構築（医療、介
護、リハビリ等） 

 

 
       

健康長寿の地域づくり
支援（身体機能維持、
孤独解消、栄養等支
援） 

 

 
       

医療、介護の連携推進 
 

 
       

介護サービス事業所等
の再開支援 

 

 
       

人材確保及び人材育成
への支援 

 

 
       

社会福祉施設等災害復
旧費国庫補助金協議に
係る支援 

 

 
       

私立保育所施設整備事
業 

 

 
       

1-19 
帰宅困難者への

住まいの支援 

長期避難世帯への住ま
いの支援(応急仮設住
宅) 

 

        

1-20 

地域住民間の支

え合いによる日

常生活の支援 

シルバー人材センター
運営費補助事業 

 

 
       

プラチナネットワーク
等の活用 

 

 
       

生活支援体制整備事業 
 

 
       

生活支援コーディネー
ターの配置 

 

 
       

1-21 
学びの機会の充

実 

生涯学習講座の実施 
 

 
       

移動図書館の運行及び
図書室の設置 

 

 
       

1-22 
子育てしやすい

環境の整備 

妊娠期から子育て期に
わたる包括的な支援体
制の構築 

 

 
       

ICT を活用した子育て
支援の推進 

 

 
       

1-23 
次世代を担う子

どもの育成 

1 人 1 台のタブレット
PC で分かる授業の実現
と家庭との連携 
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（３）地域コミュニティの維持・再生 
地域の魅力や活力の源となり、地域での生活の基盤ともなるコミュニティの維持・再

生を図ります。 
 

⑤地域コミュニティへの支援 
【具体的な施策】 

1-24 地域コミュニティの核となる施設の再建･整備への支援 

被災した自治公民館等の地域コミュニティの核となる施設の再建･整備を支援します。 

1-25 社会教育センターの有効活用に向けた検討 

社会教育センター（旧小学校）について、地域コミュニティの活性化につながる有効活

用等に向けた検討を行います。 

1-26 地域のつながりの場の提供 

住民同士や、仮設住宅避難者等と地域がつながり、交流できる場を提供します。 

1-27 住民自治協議会･地域で活動する団体等への支援 

住民自治協議会や地域で活動する各種団体など、地域の活性化に取り組む団体等に対す

る支援を行います。 

また、地域アドバイザーの配置や地域の復興に向けた啓発活動との連携などにより、地

域コミュニティの活性化を支援します。 

1-28 国･大学等との連携や外部人材の受入れ･活躍の促進 

国や大学などとの連携により、外部からの人材やノウハウ等を取り込み、地域コミュニ

ティの活性化に向けた多様な取組を展開します。 

また、「地域おこし協力隊」をはじめとした外部人材の活躍などを促進し、地域課題の解

決につなげます。 
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具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

1-24 

地域コミュニテ

ィの核となる施

設の再建･整備

への支援 

自治公民館再建事業補
助要綱の制定 

 

 
       

自治公民館整備事業 
 

 
       

1-25 

社会教育センタ

ーの有効活用に

向けた検討 

有効活用に向けた検討 
 

 
       

1-26 
地域のつながり

の場の提供 

住民同士の交流の場を
提供 

 

 
       

仮設住宅避難者との交
流会等の開催 

 

 
       

1-27 

住民自治協議

会･地域で活動

する団体等への

支援 

地域活動に対する交付
金・補助金の活用支援 

 

        

各種補助金の情報提供
並びに事務支援 

 

 
       

地域協議会雇用事務員
の継続支援 

 

 
       

地域アドバイザーの配
置 

 

 
       

復興に向けた他地域と
の連携 

 

 
       

1-28 

国･大学等との

連携や外部人材

の受入れ･活躍

の促進 

大学との連携による外
部活力の活用推進 

 

 
       

地域おこし協力隊をは
じめとした外部人材の
登用 
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⑥地域の伝統や文化に対する支援 
【具体的な施策】 

1-29 神社仏閣･文化財等の被害調査及び復旧支援 

神社仏閣や文化財等の被災状況を把握し、復旧に対する支援を行います。 

また、神社仏閣等については、地域コミュニティの活動拠点となっていることにも留意

し必要な支援を検討します。 

1-30 伝統芸能の継承及び教育現場等での体験学習 

伝統芸能を定期的に公開できる機会を確保するとともに、小中学校などの教育現場等で

の体験学習に向けた検討や生涯学習としての取り組みなどを通じて、地域で行われてい

る祭りや伝統芸能の継承を支援します。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

1-29 

神社仏閣･文化

財等の被害調査

及び復旧支援 

地域コミュニティ施設
等再建支援事業 

 

 
       

関係機関と協力し、被
害調査を実施 

 

 
       

1-30 

伝統芸能の継承

及び教育現場等

での体験学習 

伝統芸能公開活用事業 
 

 
       

体験学習に向けた検討 
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２．「産業・経済の再生」に向けた取り組み 
産業の再生を推進することで、雇用（なりわい）の維持・拡大や地域産業・地域経済の活

性化、さらには、地域の生活を支える各種機能の再生・充実を図ります。 

 

（１）産業基盤の早期復旧 
地域住民の生活を支える農林業や水産業などの産業基盤を早期に復旧するとともに、

雇用（なりわい）の場としての役割を担う商工業などの事業再開を支援します。 
 

①農林業などの産業基盤の早期復旧 
【具体的な施策】 

2-1 農林業基盤等の早期復旧･整備 

営農の再開に支障となる農地内の土砂の撤去を行うとともに、水害により流出した表土

の補充や土づくりを支援します。 

また、被災した農道や農業用施設、林道など農林業基盤の早期復旧･整備を図ります。 

2-2 山林の維持･保全活動の推進 

災害により、山林の荒廃等が懸念されることから、植林や間伐などの山林の維持･保全活

動を推進します。 

伐採跡地への植林の確実な実施や、作業道の埋め戻しなど、伐採についてのルールを周

知･徹底を図ります。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

2-1 
農林業基盤等の

早期復旧･整備 

農地･農業用施設災害復
旧事業 

 

 
       

林道施設災害復旧事業 
 

 
       

2-2 
山林の維持･保

全活動の推進 
森林整備事業 
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②事業再開に向けた支援 
【具体的な施策】 

2-3 仮設店舗商店街による暫定的な事業再開の支援 

道の駅「坂本」の敷地内に仮設店舗商店街を整備し、被災事業者等の事業継続を支援す

るとともに、住民の日常生活に必要なサービスを提供します。 

2-4 農林水産業者への事業継続支援 

被害を受けた農林水産業者に対して、農業用機械･施設･倉庫等の修繕や再取得等、事業

の再開･継続を支援します。 

2-5 商工業者等への事業再開･経営支援 

被災した商工業者等に対する相談体制や各種助成の活用などにより、事業の早期再開や

経営の安定化に向けた取り組みを支援します。 

2-6 農林水産物･加工品等の販路開拓支援 

地域の農林水産物等の高付加価値化や新たな加工品の開発を支援するとともに、都市部

等へのセールス活動など、販路拡大に向けた取り組みを支援します。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

2-3 

仮設店舗商店街

による暫定的な

事業再開の支援 

仮設施設整備支援事業 
 

 
       

2-4 
農林水産業者へ

の事業継続支援 

豪雨被害対策資金利子
補給事業 

 

 
       

強い農業･担い手づくり
総合支援交付金事業
（被災農業者支援型） 

 

 
       

農地等被災農業者生活
支援事業 

 

 
       

2-5 

商工業者等への

事業再開･経営

支援 

事業継続、再開などに
ついての相談 

 

 
       

施設の復旧費用などの
補助制度の支援 

 

 
       

資金繰りや金融機関等
への返済支援 

 

 
       

従業員の休業や離職に
関する手当等の支援 

 

 
       

2-6 

農林水産物･加

工品等の販路開

拓支援 

フードバレー流通促進
事業 

 

 
       

フードバレー6次産業
化等推進事業 

 

 
       

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-34- 

③商業機能の充実･拠点の復旧 
【具体的な施策】 

2-7 道の駅「坂本」･周辺施設等の早期復旧 

交流の拠点や特産品販売の場となる道の駅「坂本」をはじめとして、食処さかもと鮎や

な、川の家などの早期復旧を図ることで、できるだけ早く観光･交流を取り戻すとともに、

地域の特産品の販売機会を確保します。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

2-7 

道の駅「坂

本」･周辺施設

等の早期復旧 

仮復旧工事 
 

 
       

３施設復旧方針の検討 
 

 
       

 
 

 
④鮎が遡上する美しい球磨川の再生 
【具体的な施策】 

2-8 稚鮎の放流 

坂本町の観光の「目玉」の一つである鮎の復活に向けて、稚鮎の放流を継続的に支援し

ます。 

2-9 河川内の危険物の除去 

ラフティングや鮎釣りなどの球磨川を活用した観光振興に向けて、河川内の危険物除去

対策について、国と連携しながら取り組みます。 

2-10 良好な河川環境の再生 

河川内の危険物の除去や河岸周辺の清掃活動など、良好な河川環境の再生に向け関係機

関と連携しながら環境美化に取り組みます。 

 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

2-8 稚鮎の放流 栽培漁業振興事業 
 

 
       

2-9 
河川内の危険物

の除去 
国との連携 

 

 
       

2-10 
良好な河川環境

の再生 

環境美化推進事業「く
まもと･みんなの川と海
づくりデー」 

 

 
       

国との連携 
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（２）産業・経済の復興 
地域資源を活用した新たな産業による地域おこしや、地域産業の“担い手”の確保・育

成などを通して、雇用の確保や地域経済の活性化を図ります。 
 

⑤地域の魅力･資源を活用した観光振興･交流人口の拡大 
【具体的な施策】 

2-11 各地域の文化財等の魅力を活かした地域おこし 

名所･旧跡・化石など、各地域に存在する文化財等の魅力を活かし、名所･旧跡マップの

作製や積極的な情報発信、イベントの開催、他地域との連携などを通じた地域おこしを

促進します。 

2-12 観光施設や周辺環境への支援 

被災した観光施設の再建や観光施設及び周辺整備など魅力向上に資する取り組みへ支援

を行います。 

2-13 観光資源を活用した観光ルートの再構築 

「走水の滝」「八竜天文台」「日光の棚田」「球麗温」などの資源を活用した観光ルートの

検討を行い、旅行商品の造成等につながるよう積極的な情報提供等を行います。 

2-14 自然を活用した新たな取り組み支援 

フットパス･トレッキングやキャンプなど、観光･交流の拡大につながる地域資源の掘り

起こしや、自然を活用した新たな取り組みを支援します。 

2-15 様々なツーリズム等の促進 

都市住民に自然や地元の人とふれあう機会を提供する、グリーンツーリズムや温泉療法･

森林療法など、地域の資源を活用したヘルスツーリズム、 

小規模グループなどをターゲットとしたマイクロツーリズム等、体験型の交流機会の創

設を促進します。 

2-16 「食」を軸とした各種イベントの開催支援 

坂本町の特産である、ぼたもち、かずら豆腐、アユ料理、ジビエなどの「食」を軸とし

た各種イベントの開催を支援します。 

また、これまで地域で開催されていた「坂本ふるさとまつり」の再開に向けて取り組み

ます。 

2-17 地域の情報発信･施設案内等による観光誘客への支援 

情報発信つながる様々なコンテンツの活用など地域の魅力の積極的なアピールや、案内･

サインの設置等による観光誘客を支援します。 

2-18 球磨川･坂本地区かわまちづくりの推進 

地域の顔・誇りとなる球磨川の魅力を堪能できる水辺空間の形成を目指して、国と連携

し、復興のまちづくりも含めた球磨川･坂本地区のかわまちづくりを推進します。 

2-19 農業体験型旅行商品造成等への支援 

農林水産業の振興策として、収穫体験ツアーなどの農業体験型旅行商品を造成し、農林

水産事業者等の支援を行います。 
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具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

2-11 

各地域の文化財

等の魅力を活か

した地域おこし 

指定文化財公開活用事
業 

 

 
       

新規観光振興計画策定
に併せた観光ルート等
の検討 

 

 
       

2-12 
観光施設や周辺

環境への支援 
環境整備への支援 

 

 
       

2-13 

観光資源を活用

した観光ルート

の再構築 

指定文化財公開活用事
業 

 

 
       

新規観光振興計画策定
に併せた観光ルート等
の検討 

 

 
       

2-14 

自然を活用した

新たな取り組み

支援 

自然を生かした観光事
業への支援策検討 

 

        

2-15 
様々なツーリズ

ム等の促進 

指定文化財公開活用事
業 

 

 
       

新規観光振興計画策定
に併せた観光ルート等
の検討 

 

 
       

新たな旅行企画の検討･
実施 

 

 
       

2-16 

「食」を軸とし

た各種イベント

の開催支援 

市有物産館等でのイベ
ント開催支援 

 

 
       

「坂本ふるさとまつ
り」の再開 

 

 
       

2-17 

地域の情報発

信･施設案内等

による観光誘客

への支援 

観光資源及び提供記事
のホームページ掲載 

 

 
       

設置工事の依頼や市道
占用などへの対応 

 

 
       

2-18 

球磨川･坂本地

区かわまちづく

りの推進 

国と連携した復興のた
めのかわまちづくりを
推進 

 

 
       

2-19 

農業体験型旅行

商品造成等への

支援 

収穫体験事業 
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⑥地域の産業振興の促進 
【具体的な施策】 

2-20 豊富な水資源･森林資源を活用した新たな産業づくりへの支援 

豊富な水資源や森林資源などを活用した、小規模水力発電や薪･炭の製造、などといった

新たな産業づくりを支援します。 

2-21 遊休農地･耕作放棄地活用への支援 

農地の取得や借り受けに必要な面積の見直しの検討など、新規就農者の確保や農地の集

約化などへの遊休農地･耕作放棄地の活用を支援します。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

2-20 

豊富な水資源･

森林資源を活用

した新たな産業

づくりへの支援 

関連事業者に応じた支
援 

 

 
       

森林管理の適正化によ
る木材の増産 

 

 
       

早生樹等の導入による
林業生産サイクルの短
縮 

 

 
       

「木の駅」構想の検討･
実施 

 

 
       

小水力発電可能性検討 
 

 
       

2-21 

遊休農地･耕作

放棄地活用への

支援 

耕作放棄地解消事業 
 

 
       

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



-38- 

⑦地域の産業を支える“担い手”の確保･育成 
【具体的な施策】 

2-22 地域産業への就業支援や新たな“担い手”の確保･育成 

地域産業についての積極的な情報発信や、就業相談窓口の設置、就業イベントの開催な

どを通じて、地域産業への就業を支援することで、雇用の維持・拡大を図ります。 

また、新規就農者等の参入と定着を図るため、新規就農者等を確保･支援する仕組みの構

築･充実に向けた取り組みを推進します。 

2-23 新たな観光･レジャー産業の創出 

山や川、雄大な景観などの自然豊かな地域資源を活用した観光･レジャー産業の再生･創

出を支援することで、雇用の維持・拡大を図ります。 

2-24 移住･定住の促進に向けた魅力発信･支援 

移住相談会等において坂本町の豊かな自然や歴史、文化等の魅力を発信するとともに、

移住・定住関連情報の一元化やワンストップでの移住相談窓口の設置などの検討を行い、

地域への移住･定住を促進します。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

2-22 

地域産業への就

業支援や新たな

“担い手”の確

保･育成 

雇用促進対策事業（就
業資格取得支援助成
金） 

 

 
       

八代圏域ツナガルイン
ターンシップ推進事業 

 

 
       

リモートワークの推進
（リゾートワーク、ワ
ーケーション等） 

 

 
       

新規就農者支援 
 

 
       

2-23 

新たな観光･レ

ジャー産業の創

出 

観光･レジャー事業者の
連携支援事業の検討 

 

 
       

2-24 

移住･定住の促

進に向けた魅力

発信･支援 

移住相談会における情
報提供 
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３．「社会基盤・防災の再生」に向けた取り組み 
人口減少などに伴う地域課題にも対応した将来的にも安心して住み続けられる社会基盤

の再生・整備を推進するとともに、国や県とも連携しながら、防災・減災対策を進めます。 

 

（１）持続可能な社会基盤づくり 
人口減少や少子高齢化が進むなかでも、安心して住み続けられる持続可能な社会基盤

づくりを推進します。 
 

①地域の「生活を支える拠点」の再生 
【具体的な施策】 

3-1 郵便局･金融･病院等生活サービスの早期再開への支援 

関係機関との連携・協力のもと、郵便局･銀行や病院等の各種生活サービスの早期再開を

支援します。 

3-2 坂本支所･コミュニティセンターの整備 

災害に対する安全性や生活利便性などを十分に考慮した上で、小さな拠点（コンパクト

ビレッジ）形成を念頭とした坂本支所･コミュニティセンターの再建に取り組みます。 

3-3 生活サービス施設の集約化の検討 

坂本支所等の行政機関を軸として、郵便局や銀行、医療･福祉施設、商業施設など、様々

な機能が集約化された小さな拠点の形成に向けて関係機関と連携・協力して取り組みま

す。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-1 

郵便局･金融･病

院等生活サービ

スの早期再開へ

の支援 

関係機関との連携･調整 
 

 
       

仮設施設等の設置に向
けた協議 

 

 
       

仮設施設整備支援事業 
 

 
       

3-2 

坂本支所･コミ

ュニティセンタ

ーの整備 

関係機関との連携･調整 
 

 
       

坂本支所仮設庁舎建設 
 

 
       

坂本支所本庁舎建設 
 

 
       

コミュニティセンター
施設整備事業 

 

 
       

3-3 

生活サービス施

設の集約化の検

討 

関係機関との連携･調整 
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②日常生活に必要となる移動手段の確保 
【具体的な施策】 

3-4 JR 肥薩線の早期復旧 

被災した JR 肥薩線について、国、県、沿線自治体とも連携しながら早期復旧に向けた働

きかけを行います。 

3-5 通院･通学等、日常生活を支える移動手段の確保 

地域の方々の意向や外出行動に配慮し、交通事業者とも協議･調整しながら、通院、通学

等をはじめ日常生活における移動手段を確保します。 

3-6「生活を支える拠点」と住宅地を結ぶ公共交通の導入 

道路等の復旧状況を踏まえ、支所などのある「生活を支える拠点」と住宅地を結ぶ公共

交通ネットワークの再構築を図ります。 

また、地域の移動ニーズにあわせて、MaaS※や自動運転などの先進技術を活用した交通サ

ービスの提供を検討します。 

 

※「Mobility as a Service」の略語で、ICT を活用してマイカー以外の全ての交通手段

による移動を１つのサービスとしてとらえ、継ぎ目なくつなぐ新たな移動の概念。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-4 
JR 肥薩線の早

期復旧 

肥薩線沿線自治体等と
の連携 

 

 
       

3-5 

通院･通学等、

日常生活を支え

る移動手段の確

保 

乗合タクシーの再開 
 

 
       

坂本-八代間の無料運行
実施 

 

 
       

路線バス坂本線の再開 
 

 
       

JR 肥薩線代替運行との
連携 

 

 
       

3-6 

「生活を支える

拠点」と住宅地

を結ぶ公共交通

の導入 

乗合タクシーの再開 
 

 
       

坂本-八代間の無料運行
実施 

 

 
       

路線バス坂本線の再開 
 

 
       

復旧･復興に応じた公共
交通の検討 

 

 
       

JR 肥薩線代替運行との
連携 

 

 
       

先進技術を活用した新
たな交通サービスの検
討 
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③情報ネットワークの充実 
【具体的な施策】 

3-7 光ブロードバンド･CATV の整備促進 

地域の生活の基盤となり、産業の立地や移住･定住の促進につながることも期待される

光ブロードバンドの整備や、CATV 施設の更新を促進します。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-7 

光ブロードバン

ド･CATV の整備

促進 

八代市光ブロードバン
ド整備事業 

 

 
       

八代市 CATV 施設更新 
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（２）防災･減災のための基盤整備 
災害が発生しにくい、（仮に）発生した場合でも地域への影響をできるだけ抑制するた

めの基盤整備を推進します。 
 

④二次災害の防止に向けた対策 
【具体的な施策】 

3-8 二次災害の防止に向けた河川･道路･橋梁等の早期復旧 

河川に堆積した土砂の撤去や護岸の復旧、道路の路肩やのり面の復旧･補強など、二次災

害の防止に向けた取り組みを早期に実施します。 

3-9 河川･道路･橋梁･砂防･治山施設等の安全確認及び整備 

河川（本流･支流）、道路、橋梁、砂防、治山施設等の安全性を確認し、危険性が高い箇

所については整備を行います。 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-8 

二次災害の防止

に向けた河川･

道路･橋梁等の

早期復旧 

道路･橋梁等の早期復旧
（国･県との連携） 

 

 
       

堤防等の河川施設の早
期復旧（国･県との連
携） 

 

 
       

堆積土砂･流木の早期撤
去（国･県との連携） 

 

 
       

林道施設災害復旧事業 
 

 
       

公共土木施設災害復旧
事業 

 

 
       

3-9 

河川･道路･橋

梁･砂防･治山施

設等の安全確認

及び整備 

各管理施設の安全確認
及び整備（国･県との連
携） 

 

 
       

治山事業（県との連
携） 

 

 
       

 
 

 

⑤災害に強い地域づくりの推進 
【具体的な施策】 

3-10 広域的･多重な道路ネットワークの構築 

豪雨や地震による災害時の迂回路の確保や円滑な災害復旧に向けて、国･県･市道、林道

の拡幅等の整備、維持修繕等の機能強化を推進するともに未開通区間の改良等、広域・

多重ネットワークを構築します。 

また、災害に強く国土強靭化にも資する橋梁や新たなルートの検討を行います。 

3-11 市道･林道などの拡幅整備等 

災害からの復旧を見据え、市道や林道の新設や拡幅等の整備を推進します。 

3-12 高速道路を利用したアクセスの確保 

九州縦貫自動車道の坂本パーキングエリアを利用した工事用出入口の設置に取り組み、

将来のスマート IC化に向けた検討･協議を行うなど、高速道路を利用したアクセスの確

保に取り組みます。 
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3-13 防災拠点の検討 

ヘリポートや避難所などの防災拠点や体制を検討･確保するとともに、新たな防災拠点

の整備についての検討を行います。 

3-14 公道と集落を結ぶ生活道路への支援 

日常生活に必要な公道と集落を結ぶ生活道路（私道）の復旧や整備への支援を行います。 

 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-10 

広域的･多重な

道路ネットワー

クの構築 

坂本人吉線等の広域ネ
ットワークの検討 

 

 
       

迂回路として利用でき
る林道の維持修繕、機
能強化 

 

 
       

既存市道の維持管理及
び災害防除工事の実施
などによる防災機能の
向上 

 

 
       

災害に強い高架橋や新
たなルート等の整備検
討 

 

        

3-11 
市道･林道など

の拡幅整備等 

林道新設改良事業 
 

 
       

林道維持事業 
 

 
       

災害復旧と併せて、拡
幅等が可能な箇所の整
備検討 

 

        

3-12 

高速道路を利用

したアクセスの

確保 

坂本 PA 等を利用したス
マート IC 設置検討 

 

 
       

3-13 防災拠点の検討 

ヘリポートや避難所な
どの防災拠点･体制等の
検討･確保 

 

 
       

新たな防災拠点の検討 
 

 
       

3-14 

公道と集落を結

ぶ生活道路への

支援 

球磨川流域復興基金交
付金事業等（私道の復
旧） 
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⑥地域防災の再生 
【具体的な施策】 

3-15 地域消防力の機能回復のための消防施設整備 

被災した消防団詰所や小型ポンプ格納庫、消火栓などの消防施設については、地元と協

議し計画的な復旧を図ります。 

また、水没した小型ポンプや積載車及び流出した活動服等の装備品については、令和 3

年度を目途に配備を進めます。 

3-16 避難所体制の再検討と運営の見直し 

今回の災害での避難所の被災状況などを考慮し、避難所の再検討を行います。 

また、市が指定する避難所のほか、民間と協定を締結し、ホテルや駐車場等を避難先と 

して確保するなど、様々な災害に安心して避難できる避難先を確保します。さらに、市 

民自らが避難場所を確保できるよう、親せきや知人の家などに避難する縁故避難制度の 

導入も検討します。 

避難所の運営については、まちづくり協議会や自主防災組織などと協力して検討を進め

ます。 

 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-15 

地域消防力の機

能回復のための

消防施設整備 

消防詰所の復旧 
 

 
       

ポンプ･積載車及び装備
品の配備 

 

 
       

3-16 

避難所体制の再

検討と運営の見

直し 

避難体制の再検討 
 

 
       

避難所の運営体制の見
直し 

 

 
       

 
 

  

 

 

 

 



-45- 

（３）地域の防災力の向上 
再び災害が発生した場合でも、被害を最小限にとどめ、早急な復旧・復興が可能にな

るよう、地域の防災力向上を図ります。 
 

⑦情報伝達体制の構築 
【具体的な施策】 

3-17 ICT を活用した多様な情報伝達の早期整備 

アプリ、メール、一斉架電・ファックスなど多様な方法で確実な情報伝達ができるよう、

防災行政情報通信システムを整備します。 

また、ツイッターなどの SNS や住民ネットワーク（町内連絡網など）を活用した情報提

供体制の構築を検討します。 

3-18 集落の孤立に備えた通信手段等の確保 

孤立集落との通信手段の確保するため、衛星携帯電話の追加配備を検討します。 

また、内閣府が運用している衛星安否確認サービス（Q-ANPI）の実証実験に参加し、災

害時における安否確認情報の効果的な収集方法を検討します。 

3-19 ICT を活用した防災情報の収集体制の検討 

災害発生時にツイッターなど SNS の投稿を AI で分析し、迅速な情報収集に役立てるシ

ステムの導入を検討します。 

また、局地的な豪雨を引き起こす線状降水帯の発生を高精度で予測する線状降水帯情報

提供システムの実証実験に参加し、早期避難の情報配信に取り組みます。 

 
 

具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-17 

ICT を活用した

多様な情報伝達

の早期整備 

防災行政システムの整
備 

 

 
       

SNS、住民ネットワーク
を通した情報伝達体制
の構築 

 

 
       

3-18 

集落の孤立に備

えた通信手段等

の確保 

衛星携帯電話の追加配
備の検討 

 

 
       

国の実証実験への参加
（Q-ANPI） 

 

 
       

3-19 

ICT を活用した

防災情報の収集

体制の検討 

AI を活用した SNS 情報
収集･解析システムの導
入検討 

 

 
       

国の実証実験への参加
（線状降水帯情報提供
システム） 
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⑧防災力のさらなる向上 
【具体的な施策】 

3-20 地域防災計画の見直し、地区防災計画の策定 

今回の災害対応の過程で得た経験や課題について検証し、検証結果を反映させた地域防

災計画の見直しを行います。 

また、自治会や自主防災組織とともに、地域コミュニティを対象とした地区防災計画の

策定を推進します。 

3-21 自主防災組織の活動化の推進 

地域における避難に向けた具体的な行動を示す「コミュニティタイムライン」の作成を 

支援します。 

また、自主防災会組織の活動活性化や、災害対応力の向上を図るため、地域における「防

災リーダー」の育成を推進します。 

さらに、自主防災組織用の訓練メニューを作成し、各自主防災組織に波及させます。 

3-22 災害発生から復旧･復興までの記録･伝承 

今回の災害の検証を行い、災害発生から復旧、復興までの記録を作成し、伝承していき

ます。 

3-23 防災教育の推進 

出前講座や地域の防災訓練に継続的に取り組み、防災マップなどの周知を行い、住民の

防災意識の向上に努めます。 

今回の災害の経験を踏まえた「学校の危機管理マニュアルの見直し」や地域と連携した

防災教育、児童一人一人の「マイタイムライン」の作成に取り組むとともに、「防災キャ

ンプ」の充実を図ります。 

また、今回の災害を契機とした、学びの場として（仮称）球磨川流域大学について関係

機関との連携を図ります。 

3-24 避難行動要支援者に対する避難等の支援 

避難所における福祉避難スペースの設置や段ボールベットやおかゆ等の柔らかい非常食

の配備など、要配慮者を意識した避難所の充実を図ります。 

また、高齢者等の要配慮者が避難情報を入手できるよう、アプリ、メール、一斉架電・

ファックスなど多様な情報伝達手段を整備します。 

さらに、見守り活動などとも連携しながら、避難する際に支援が必要な住民を把握し、

避難行動要支援者登録制度を実施します。 
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具体的な施策 
取り組み 

（事業等） 

短 期 中 期 長期 
備 考 2020 

(R2) 
2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026- 
(R8-) 

3-20 

地域防災計画の

見直し、地区防

災計画の策定 

地域防災計画の大幅な
見直し 

 

 
       

地区防災計画の策定の
推進 

 

 
       

3-21 
自主防災組織の

活動化の推進 

コミュニティタイムラ
インの作成 

 

 
       

地域防災リーダーの育
成 

 

 
       

自主防災組織用の訓練
メニューの作成 

 

 
       

3-22 

災害発生から復

旧･復興までの

記録･伝承 

検証を基に記録の作成 
 

 
       

3-23 防災教育の推進 

防災講話や避難訓練の
実施 

 

 
       

今回の被災の経験を踏
まえた「学校の危機管
理マニュアル」の見直
し 

 

 
       

地域と連携した防災教
育や児童生徒一人一人
の「マイタイムライ
ン」を作成 

 

 
       

今回の災害の経験を活
かした「防災キャン
プ」の充実 

 

 
       

（仮称）球磨川流域大
学の検討 

 

 
       

3-24 

避難行動要支援

者に対する避難

等の支援 

要配慮者の避難所の充
実 

 

 
       

災害情報発信アプリの
導入 

 

 
       

避難行動要支援者登録
制度の実施 

 

 
       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-48- 

４．坂本支所の再建候補地について 
今回の災害で大きな被害を受けた坂本支所を再建する場合、従来の位置のほか、被災前

の支所との距離や交通の利便性、災害への安全性や地形的な制約などを考慮して選定した

図 20 のⒶ～Ⓓを含め、５箇所が候補地となります。 

 
図 20 坂本支所の再建候補地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

八竜小学校 ● 

仮設支所 ● 

● 坂本中学校 

● 坂本支所（従来の位置） 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 
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第５章 計画の推進に向けて 
１．計画の推進体制 

今回の豪雨災害からの復旧･復興に向けては、行政はもとより、地域、事業者、NPO、各種

団体等、復興に関わる全ての人が主体的にまちづくりに参画し、連携･協力できる推進体制

を構築し、それぞれの役割に応じた強みが活かせるように、互いに支え合いながら、復興

に向けた取り組みを迅速かつ着実に推進していきます。 

 

（１）庁内における体制構築 
 

（２）国･県及び関係機関等との連携･協力 
 

（３）地域との連携・協力 
 

 

２．計画の進捗管理 
復興に向けた取り組みを着実に推進し、地域の将来像を実現するため、毎年度、取り

組みの進捗状況を点検･評価するとともに、必要に応じて施策の追加･修正や計画の見直

しを実施する「PDCA サイクル」に基づいた進捗管理を行います。 

また、計画の進捗状況については、市民へも情報発信を行います。 



 

（調整用白紙） 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八代市坂本町復興計画 
 

〔案〕 

発行：八代市 総務企画部 復興推進課  
〒869-4292 熊本県八代市鏡町内田 453-1 八代市役所鏡支所 

   電 話：0965-62-8807（直通） FAX： 0965-52-8123 
   E-mail：fukkou@city.yatsushiro.lg.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


